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朝日町議会業務継続計画（議会ＢＣＰ） 

 

１　朝日町議会業務継続計画の目的 

　地震や台風等の自然災害といった危機的事象の発生において二元代表制として議事・議

決機関、住民代表機関として、迅速かつ正確な意思決定と多様なニーズに対応する議会機

能の維持を図るため、業務継続計画（Business Continuity Plan 以下「ＢＣＰ」という。）

が必要である。 

　大規模災害等の非常時に備え、議会及び議員が迅速に効果的な活動を行うことを目的と

し、災害時における議会の組織体制、議員の行動基準を定めた「朝日町議会業務継続計画」

（以下「議会ＢＣＰ」という。）を策定する。 

 

２　災害時の議会、議員の行動指針 

（１）議会の役割 

　議会は、議事・議決決定機関として予算、条例、重要な契約などについて町の団体意思

を決定、執行機関の事務執行を精査・評価、町の政策形成において地域性や多様な町民ニ

ーズの反映等の極めて重要な役割を担っている。 

　議会は、大規模災害が発生した非常時において議会機能を停止することなく、適正かつ

公正な議会運営を行い、この機能を保持する必要がある。そのため様々な災害による事態

を想定し、それに対応するための体制を整え、それに加え災害時の初動対応、復旧・復興

において住民代表機関として大きな責務と役割を担う。 

　災害時における議会は、地域の災害状況や被災者の要望を踏まえ、適時、町に対し提案・

助言を行う。また、町と調整を行い、国や県に対し要望活動を行うとともに、復旧・復興

に向けて提出される議案を速やかに審議・議決する。 

 

（２）議員の役割 

　議員は、議会が議事・議決決定機関として基本的な機能を維持するために、その構成員

として役割を担うことが基本である。 

　一方で、災害時において地域の一員として被災した町民の救護や被害の復旧・復興の対

応など非常事態に即応した役割が求められる。 

　議員は、議会機能の維持する根幹的な役割を基本とし、それに加え地域の活動に従事す

る役割も担う。 

 

３　災害時の町との関係 

　災害時には、災害対応に主体的に当たるのは、町の担当課等の執行機関であり、議会は

主体的な役割を担うものではない。議会は、議事・議決決定機関としての役割が基本であ

り、その範囲内で災害に対応することとなる。 

　災害時の初動において、執行機関は災害情報の収集、応急対策などに奔走し混乱状態に
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あることが想定され、議員の情報収集及び要請などの行動について、状況と必要性を見極

め、執行機関が災害対応へ専念できる配慮が必要である。 

　一方で、議会の自らの役割である監視牽制機能と審議・議決機能を適正に実行するため、

正確な情報を迅速に収集し、内容の精査・評価を行うことが必要である。そのため議会と

執行機関は、それぞれの役割と責務を踏まえ、災害情報の共有を主体とする協力・連携関

係を整え災害対応にあたる。 

 

４　議会ＢＣＰの発動基準 

　災害時において議会が担う役割や行動は、町の災害対応と極めて高い関係性を有するた

め、相互に補完する関係であり議会ＢＣＰの発動の対象となる災害は、朝日町地域防災計

画に基づく朝日町災害対策本部（以下「町災害対策本部」という。）が設置され、さらに全

職員が災害応急対策業務のため配備されるような大規模災害の場合に発動する。 

 

 

参考　朝日町災害警戒・対策本部活動計画（抜粋） 

 

〇災害対策本部の設置基準 

 

〇町の配備基準 

 

 

 組織 設置基準

  

災害対策本部

ア　大規模な災害が発生するおそれがあり、災害予防及び災害対応対策の実施の必要

があるとき。 

イ　大規模な災害（その他人為的災害）が発生し、その必要が認められるとき。 

ウ　災害が発生し、その規模及び範囲からして災害応急対策の実施上必要があるとき。 

エ　その他町長が指示したとき。

 種別 配備基準 配備体制

  

第１非常配備

１．震度３・４ 

２．津波警報 

(高いところで２ｍ程度の津波

が予想される時)

次の職員が役場に集合 

【総務政策課】総務政策課長、総務政策課員 

【建設課】建設課長、建設課員 

【各部署】課局長、出先機関の長 

　　　　（状況により関係職員を招集）

  

第２非常配備

１．災害が発生した時 

２．震度５弱～ 

３．大津波警報 

(高いところで３ｍ以上の津波

が予想される時) 

４．地区支援が必要になった時 

５．町長が必要と認め、当該配備

を指示した時

全職員集合 

【本庁・保健センター・図書館の職員】 

　役場に集合 

【病院・在宅介護支援センター・小･中学校の職員】 

　各勤務先に集合（ただし、病院事務部長は役場に集

合） 

【保育所の職員】 

　勤務時間内であれば各勤務先 

　勤務時間外であれば役場に集合
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５　安否確認体制 

　非常時においても議会が基本的機能を維持し、業務を継続するためには、議会を構成す

る議員の安全確保と安否確認がスタートとなる。この初動を迅速かつ的確にすることが議

会の機能維持にとって非常に重要であり、その後の業務継続体制に大きく影響する。その

ため、組織として安否確認を中心とした体制を構築する必要がある。 

　この体制は議会と議会事務局（以下「事務局」という。）の双方において構築し、対応す

ることが重要であり、事務局を含めた緊急連絡網を整備し、災害時の通信障害に対応する

ためあらゆる通信機器を活用できる体制を整備する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６　議会の体制 

（１）災害対策等特別委員会の設置 

　①議会災害対策会議の設置基準 

　　　議長は、災害初期から議会機能を的確に維持するため、朝日町の町災害対策本部が

設置され、さらに全職員が災害応急対策業務のため配備された後、速やかに朝日町議

会災害対策等特別委員会（以下「対策委員会」という。）を設置し、速やかに委員に周

知するとともに、災害対応に当たるものとする。 

安否確認 

　・　本ＢＣＰが対象とする災害が発生したときは、 

　　議員は、公式ＬＩＮＥトークアイコン（富山県朝日町議会）または、議会事務局 

　　代表メールアドレス（gikai@town.toyama-asahi.lg.jp）に自身の安否や所在、 

　　連絡先を送信する。 

 

　・　公式ＬＩＮＥやメールの使用が制限され、もしくは、携帯電話等が使用不能の 

　　場合は、固定電話またはＦＡＸ等を使用し、 

　　　議会事務局 

　　　　電話　０７６５－８３－１１００ 

　　　　F A X　０７６５－８３－１１０９　に連絡する。 

 

　・　上記の通信機能が使えないときは、災害用伝言ダイヤル（１７１）を利用する 

　　など通信手段を確保する。 

 

　・　メールアドレス及びＦＡＸ番号等を変更・削除する場合は、その都度、議会事 

　　務局にその旨を連絡するものとする。
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　②対策委員会の構成 

　　　対策委員会は議員全員で構成し、議会としての意思決定を行うに当たっての協議及

び調整の場としての役割を担い、委員は、委員会の円滑な運営に努めなければならな

い。  

　　　議長、副議長を役員とし、会議の運営、調整等を行う。 

 

 

　③対策委員会の解散 

　　　対策委員会の解散時期は、町が災害対策本部を解散した時、または災害の応急対応

が概ね完了したと判断される時とする。対策委員会の解散は委員長の宣言によるもの

とし、速やかに委員へ周知する。 

　④対策委員会の検証 

　　　委員長は、解散後、速やかに対策委員会の検証を行うものとする。 

 

 対策委員会の設置時期等

 設置及び解散の時期 設置場所 委員会の参集 委員会運営

 朝日町が町災害対策本部を設

置し、さらに全職員が配備さ

れた後、速やかに議長の判断

において設置する。 

町が災害対策本部を解散した

とき、または災害の応急対応

が概ね完了したと判断される

時、解散する。

議長が定め

る場所

対策委員会から参集

場所等の連絡を受け

た後、自身と家族の安

全を確保し、速やかに

参集する。（オンライ

ンでの出席も可とす

る）

進行は委員長が行

う。協議事項は役員

での協議のうえ、決

定する。

 対策委員会の構成等

 構
成
員

議長 副議長 議員

 役
職委員長 職務代理者 委員

 

主
な
任
務

対策委員会を設

置し、会議の事

務を統括する。

委員長を補佐し、

委員長が欠けた

場合には、その職

務を代理する。

会議長の指示のもと、次の任務を行う。 

・対策委員会の運営に関すること 

・議員安否に関すること 

・議員参集に関すること 

・本会議、委員会の開催に関すること 

・災害情報収集に関すること 

・町災害対策本部との連携に関すること 

・その他、災害対策に必要と考えられること
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（２）議員の基本行動 

　議員は、災害時において、速やかに自身と家族の安否確保・安否確認を行い、自身と家

族の安全確保された段階で、次の活動を行うものとする。 

 

　・議員の安否情報及び所在地の報告。 

　・通信可能な連絡方法の報告。 

　・対策委員会からの参集指示に対応できるよう連絡体制を常時確保する。 

　・災害時の所在地が町外の場合、自身と家族の安全の確保、周囲の被災者への救助支援

を優先事項とし、安全を最優先に考え、必要な交通手段により速やかに町内に戻るこ

ととする。 

　・対策委員会からの参集指示があるまでは、地域の一員として町民への安全確保や応急

対応など地域における活動に積極的に従事する。 

　・地域活動を通じ、執行機関が拾いきれない被災情報などの情報収集を行い、対策委員

会へ逐次報告を行う。 

　・議員は、対策委員会が設置された場合は、上記に関わらず対策委員会の任務にあたる。 

　・執行機関の災害対策を阻害することがないよう、直接の問い合わせや情報提供は厳に

慎む。 

　・災害情報の錯綜による町民への混乱を防ぐため、議員が地域活動を通して収集した情

報は対策委員会への報告のみとし、ＳＮＳ等への情報提供は行わない。 

 

７　議会事務局の体制 

　町において、町災害対策本部が設置された場合には、議会事務局の職員（以下「事務局

職員」という。）は、通常業務に優先して速やかに災害対応の業務（以下「非常時優先業務」

という。）にあたる。 

（１）事務局職員の非常時優先業務 

〇非常時優先業務 

 

 

 

 種別 業務項目 備考

 共通 災害関係情報の収集

 安否確認情報の収集

 被害状況の調査（管轄施設等）

 関係各機関への被害状況等の報告・通報

 災害写真の撮影・収集

 必要経費の支出伝票処理 必要に応じて

 災害対策本部 町議員との連絡調整

 担当業務 議員の動向把握

 議会と当局との調整

 議員共済
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（２）事務局職員参集時の留意事項 

　　①事務局長が、自身や家族の被災等や、参集途上での救命活動などにより参集できな

い場合には、他の参集者にその旨を連絡し、代理者を立てる。 

　　②参集途上、被災者の救命が必要となった場合は、救命活動を最優先とする。 

　　③事務局職員間の連絡は、事務局の緊急連絡網に基づき行う。 

　　④参集途上、適宜に災害情報を収集する。 

　　⑤一人が継続して、長時間にわたり災害対応に当たることがないよう、事務局の交代

勤務体制を整え、健康管理に留意する。 

 

（３）安否確認事項 

　　①職員とその家族の安否確認 

　　②議員の所在地 

　　③議員の居宅の被害状況 

　　④議員の参集の可否と参集可能な時期 

　　⑤議員の連絡先（家族などの連絡先） 

　　⑥地域の被災情報 

　　⑦その他 

 

 

８　災害が発生した場合の対応 

　災害時においては、発生からの時期に応じて求められる行動や役割が大きく変化するこ

とにより、それぞれの時期（初動期、中期、後期とする。）に応じた行動形態や行動基準を

定めることは重要である。 

　なお、後期から平常時に移行していく段階では、執行機関による復旧予算等の復興計画

の策定が考えられ、復興計画において議会で速やかに審議し、復興に当たられるよう議会

として責務を果たす必要がある。 

 

 事務局職員の行動基準

 

災 害 が 勤

務 時 間 内

に発生

本会議・委員会

・自身の安全確保を行ったうえで、家族の安否確認を行い、非

常時優先業務に当たる 

・議長または委員長の指示に基づき、議員及び傍聴者の避難誘

導を行う

 
休会・閉会中

・自身の安全確保を行ったうえで、家族の安否確認を行い、非

常時優先業務に当たる

 

災害が勤務時間外に発生

・自身と家族の安全確保と住居の被災状況を確認 

・被災者である場合は、救出・支援を行う 

・事務局長は、速やかに事務局に参集し、非常時優先業務に当

たり、その他の事務局職員は安否報告を行う
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（１）行動形態 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　相互協力 

 

 

　　　　　　　　　　　　連絡・連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　相互協力 

 

 

　　　　　　　　　　　　 連絡・連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡・連携 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連携 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　監視・提言 

 

 

 

 

 

初動期（発生～３日）：対策委員会の設置、安否確認、情報収集

町災害対策本部

事務局 
・事務局職員参集 
・非常時優先業務 
・連絡、連携体制の構築 
・議員安否確認、所在確認

議員は、参集の指示があるまで地域の応急活動
や避難場所等の活動に協力する。

議長

対策委員会 
役員会（正副議長） 
・委員参集の判断 

対策委員会 
　　・全議員参集 
　　・被災状況確認

中期（４日～７日）：災害情報の収集、把握、共有

町災害対策本部
対策委員会 

役員会（正副議長） 
・会議の運営

対策委員会 
　・全議員参集 
　・議員間の情報の共有

議員は、参集の指示があるまで地域の応急活動
や避難場所等の活動に協力する。

事務局 
・非常時優先業務

後期（８日～１か月）：議会機能の早期復旧

１か月～：（復興計画等について議会として審議する）

町災害対策本部 対策委員会

事務局

執行機関（町） 本会議・委員会

本会議・委員会を開催し、復旧・復興予算等の審議をする

対策委員会設置

参集
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（２）行動基準 

　対策委員会、議会・議員、事務局職員の行動基準は次のとおりとする。 

 

（３）議員の参集方法など 

　議員は、対策委員会から参集の指示があった場合には、自身と家族の安全を確保したう

えで速やかに参集するものとする。なお、自身やその家族の被災、住居の被災により参集

できない場合には、その負傷等の対応後に参集するものとし、参集が不可能な場合には、

必ずその旨を議会事務局に報告するとともに、常に連絡が取れる態勢を確保しておくもの

とする。 

　参集途上、被災者の救援・救命が必要となった場合には、当該救援活動を最優先とし、

活動後直ちに議会事務局に報告する。また、参集途上には参集に支障のない範囲で被災情

報を収集する。 

 時期 対策委員会の行動 議会・議員の行動 事務局職員の行動

 初動期 

災害発生 

～3 日

・対策委員会の設置 

・災害関係情報の収集 

・町災害対策本部との相互協

力 

・職員の安否等の情報整理 

・情報を収集し、全議員召集

の有無を協議 

・議会運営事項の協議

・自身と家族の安全確保 

・委員長（議長）と事務局に安

否報告 

・対策委員会からの指示があ

るまで地域活動 

・災害関係情報の収集 

・地域での救援、救助活動、

避難所運営等への協力 

・対策委員会からの指示に即

応できる体制を確保

・自身と家族の安否確保 

・災害情報の確認 

・状況に応じ非常時優先業務

に移行 

・議員、職員の安否確認、所

在確認 

・対策委員会の運営 

・災害関係情報の収集・整

理、発信 

・町災害対策本部との連絡・

連携体制の確保

 中期 

4 日～7 日

・情報を整理し全議員召集の

有無を協議 

・町災害対策本部との情報共

有 

・議会運営の再開準備（開催

場所、議案等の協議） 

・災害初動対応の状況確認

・対策委員会からの指示があ

るまで地域活動 

・災害関係情報の収集 

・地域での救援、救助活動、

避難所運営等への協力 

・災害情報の確認 

・状況に応じ非常時優先業務

に移行 

・対策委員会の運営 

・災害関係情報の収集・整

理、発信 

・議会再開に向けた準備

 後期 

8 日～1 か月

・本会議、委員会の準備、開

催 

・復旧復興状況の確認

・対策委員会からの指示によ

り議員活動に専念 

・本会議、委員会の開催 

・議決事件の審議、議決 

・復興計画の審議 

・復旧復興に関する国・県へ

の要請検討 

・通常の議会体制へ移行

・状況に応じ非常時優先業務

に移行 

・対策委員会の運営 

・議会再開に向けた準備 

・本会議、委員会の開催 

・通常業務への移行
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９　情報収集について 

　議会として適正な審議、判断、決定を行うにあたり、地域の災害情報を的確に把握する

ことが前提となる。災害情報は、町災害対策本部に集積されることより、町災害対策本部

を通して情報を得るのが効率的である。 

　一方で、より地域の実情に詳しい議員には、地域からの詳細な災害情報が寄せられるこ

ともあり、議員が収集した情報を町災害対策本部に報告することにより災害情報を補完す

ることとなる。これらのことより、災害情報を的確に把握し、迅速かつ適正な災害対応に

当たるためには、それぞれが得た情報を共有することが大切である。そのためには、町災

害対策本部と対策委員会において、組織的な連絡・連携体制を確立することが重要である。 

 

（１）地域の災害情報の収集 

　議員は、町が把握する災害情報に加え、議員としての地域性や立場から、より地域の災

害状況や町民の声を把握することが可能である。そのため、議員は対策委員会からの参集

の指示があるまでは、地域での救援活動などに協力するとともに、災害状況の調査や町民

の意向・要望の収集、把握に努めるものとする。 

　議員が収集する災害情報は、町が把握しきれない災害情報を補完するなど有益である一

方、その災害情報の混乱や錯綜により、結果的に迅速かつ適正な災害対応の支障となるお

それがあり、そのような事態を避けるとともに、災害情報の整理・分析の効率化につなげ

るため、あらかじめ情報収集事項を整理しておくことが重要である。そのため、議員が収

集した情報は、救急・救命に関わる事は除き、対策委員会に情報提供を行うものとし、直

接町災害対策本部への情報提供は行わないものとする。 

　また、あらゆる災害情報が錯綜することにより、町民の混乱を招くおそれがあるため、

議員が地域活動を通して収集した情報は対策委員会への報告のみとし、ＳＮＳ等への情報

掲載は行わないものとする。 

 

 

 

 参集方法 参集場所 服装 携帯品

 交通機関が利用でき

ないことを想定し、

徒歩での参集を基本

とし、道路状況など

踏まえ、安全を最優

先に必要な交通手段

にて参集する。

議長が定める場所

（役場が被災してい

なければ全員協議会

室を想定）。

防災服、ヘルメット

の着用を基本とし、

自身の安全を確保で

きる服装とし、冬季

には防寒対策を行

う。

通信機器（携帯電話、

スマホ）、筆記用具、

飲料水、３日分の食

料、軍手、マスク、着

替え等とし、個人用

の緊急持ち出し袋と

して事前に用意する

ことが望ましい。
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１０　業務継続及び災害復旧に向けた対応 

（１）町災害対策本部との連携及び議会再開に向けた協議 

　対策委員会は、町災害対策本部の活動状況に配慮した上で、必要に応じ町当局に対して、

被災や復旧の状況、今後の災害対応の進め方などの説明を求めることができる。 

　今後の議会運営については、対策委員会と連携し、議会運営委員会にて協議を行う。 

 

（２）議会運営に向けた対応 

　議会運営委員会は、災害の状況に応じて議会再開に向け必要となる対策の協議を行う。 

 

（３）議会開催時における本会議・委員会の再開 

　本会議・委員会は、迅速かつ適正な復旧・復興に向け、町民の意見・要望等を踏まえ、

町民の生活基盤の回復、整備等に必要な予算等の議案を速やかに審議する。 

 

（４）議会閉会時における本会議・委員会の準備 

　次の定例会または臨時会において、迅速かつ適正な復旧・復興に向け、町民の意見・要

望等を踏まえ、町民の生活基盤の回復、整備等に必要な予算等の議案を速やかに審議する

ための準備を行う。 

 

（５）関係機関等への要望等 

　迅速かつ適正な復旧・復興の実現に向けて、対策委員会で検討・調整した内容について、

議会として国、県、町、関係機関等に対し要望等を行う。 

 

１１　計画の運用 

（１）議会ＢＣＰの発動解除および対策委員会の解散 

　議長は、議会の機能が十分に回復し、平常の議会運営に移行したと判断するときは、議

会ＢＣＰの発動を解除する。また、議会ＢＣＰ発動解除をもって対策委員会を解散する。 

 

（２）議会ＢＣＰの見直しと体制 

　議会ＢＣＰ発動解除後に総括と反省を行い、実施すべき内容や手順の変更、新たに発見

された課題が生じた場合は、適切に計画に反映させ、適宜改正を行う。本ＢＣＰの見直し

は、対策委員会を再会して行うものとする。 

 

（３）議会機能を継続するための環境整備 

　災害によって、庁舎施設や設備の機能が制限される状況下においても議会ＢＣＰに基づ

いて議会機能を維持するために、平時より現状と課題を踏まえて必要な資源の確保に努め

る。 

 

（４）研修及び訓練について 

　本ＢＣＰの実効性をより高め、議員及び議会事務局職員の防災意識の向上を図るため、

災害対応についての研修会や本ＢＣＰを踏まえた訓練等を適宜実施する。 
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◆安否確認・状況確認方法について 

 

 

連絡体制（第１報：安否確認） 

①公式ＬＩＮＥまたは議会事務局代表メールあてに自身の安否や所在、連絡先を送信する。 

　　　公式ＬＩＮＥトークアイコン 

　　　　富山県朝日町議会 

　　　議会事務局代表メールアドレス 

　　　　gikai@town.toyama-asahi.lg.jp 

 

　公式ＬＩＮＥまたはメールの使用が制限され、もしくは携帯電話が使用不能な場合は、 

②固定電話またはＦＡＸにて連絡する。 

　　　朝日町役場（議会事務局） 

　　　　電話　０７６５－８３－１１００ 

　　　　F A X　０７６５－８３－１１０９ 

 

　上記の通信機能が使えない場合は、 

③災害用伝言ダイヤル（171）を利用するなど通信手段を確保して連絡する。 

 

 

連絡体制（第２報：状況確認） 

議会事務局よりメール、携帯電話等により各議員の状況確認 

　確認内容は、 

本人の状況（重体、重症、軽症、その他） 

住居の状況（全壊、半壊、その他） 

所在地（今どこにいるか、今後どこに移動するか） 

連絡手段（議員本人と通信可能な連絡方法、必要に応じて家族の携帯電話等） 

要請があった場合に参集が可能かどうか 

その他（家族の状況など必要に応じて任意報告） 
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◆災害用伝言ダイヤル（171）の使い方 

 

 

　災害用伝言ダイヤルとは、地震や噴火などの災害の発生により、被災地への通信が増加

し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板である。 

 

 

 

 議会事務局からの伝言を聞く（再生） 議会事務局へ伝言する（録音）

 「１７１」をダイヤルし、利用ガイダン

スに従って伝言の再生を行ってくださ

い。 

 

①「１７１」を押す 

 

②「２」を押す 

 

③議会事務局の電話番号 

　０７６５－８３－１１００を入力 

 

 

④「１」を押す 

 

⑤伝言メッセージの再生開始 

 

⑥繰返し再生は「８」を押す 

　次の伝言の再生は「９」を押す 

 

⑦再生後のメッセージの録音は「３」 

　を押す 

自分の安否や居場所、周辺状況等につい

て録音します。 

 

 

①「１７１」を押す 

 

②「１」を押す 

 

③議会事務局に届け出たご自宅の 

　電話番号を押す 

　０７６５―□□―□□□□を入力 

 

④「１」を押す 

 

⑤ピッという音のあとに 30 秒以内で 

　メッセージを録音する 

　【例】議員の〇〇です。 

　　　今、△△におり、無事です。等 

 

⑥録音後に「９」を押す

 　※災害伝言ダイヤル（１７１）の体験利用期間 

　　　・防災週間：8月 30 日～9月 5日 

　　　・防災とボランティア週間：1月 15 日～1月 21 日 

　　　・毎月 1日、15 日 

　　　・正月三が日
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朝日町議会災害対策等特別委員会設置要綱 

（大災害発生時） 

 

制定　令和　年　　月　　日 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、大災害が発生した場合の朝日町議会災害対策等特別委員会（以下「対
策委員会」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条　議長は、次の場合に対策委員会を設置する。 

　(１) 大規模災害等の緊急の事態が発生し、朝日町災害対策本部（以下「町災害対策本部」
という。）が設置され、さらに全職員が災害応急対策業務のため配備された後、速や
かに設置する。 

　(２) その他、議長が必要と認めるとき。 

（組織） 

第３条　対策委員会は、議員全員で構成する。 

２　議長は、対策委員会を代表し、その事務を統括する。 

３　副議長は、議長を補佐し、議長が事故等により欠けたときは、その職務を代理する。 

４　議長及び副議長が事故等により欠けたときは、議会運営委員会の委員長がその職務を
代理する。 

（会議） 

第４条　対策委員会は、議長が招集する。 

２　対策委員会の設置場所は、議長が定めた場所とする。 

３　前項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、議長の決するところによることがで
きる。 

（所管事務） 

第５条　対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

　(１) 議員の安否、居場所、連絡手段等の掌握 

　(２) 被災情報の把握及び町災害対策本部への情報提供 

　(３) 町災害対策本部から入手した災害情報の議員への伝達 

　(４) 本会議、委員会及び全員協議会等の開催や協議事項の調整及び決定 

　(５) 国・県その他関係機関に対する要望等 

　(６) その他議長が必要と認める事項 

（町災害対策本部との連携） 

第６条　対策委員会は、町災害対策本部の災害応急対策業務の状況に十分配慮したうえで、
必要に応じて、町災害対策本部に対し、災害情報の説明を求めることができる。 

（事務局） 

第７条　議会事務局は、議長の命を受け、対策委員会の事務を補佐する。 

（その他） 

第８条　この要綱で定めるもののほか、対策委員会の運営に関して必要な事項は、議長が
定める。 

 

　　　　附　則 

　　この要綱は、制定の日から施行する。  
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様式１ 

安否確認表 

【議会事務局連絡先】 

電話：０７６５－８３－１１００ 

F A X：０７６５－８３－１１０９ 

メール：gikai@town.toyama-asahi.lg.jp 

 

 

 
議員氏名 事務局確認欄

 
安否確認日時 　　月　　日　午前・午後　　時　　分

 

議員の被災状況

怪我の有無

□有 

（　□重体　□重症　□軽傷　） 

 

□無

 

住居の被害

□有 

（　□全壊　□半壊　□その他　） 

 

□無

 

現在の居場所

□自宅 

 

□その他 

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 

連　絡　先

□本人 

 

□家族（任意回答）　　　　　　　　電話 

（続柄：　　　　　　　）　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

 
参集の可否 □可　　　　　□否 参集可能な時期：

 

そ　の　他
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様式２ 

災害情報等連絡表 

【議会事務局連絡先】 

電話：０７６５－８３－１１００ 

F A X：０７６５－８３－１１０９ 

メール：gikai@town.toyama-asahi.lg.jp 

 

 

 
議員氏名 事務局確認欄

 
安否確認日時 　　月　　日　午前・午後　　時　　分

 

発生場所

住所 朝日町

 
名称

 

発生内容

 

 

 

 

 

 

 

対応状況

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他
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